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Ⅰ RCEP発効の意義

1．RCEPの発効

RCEP については，8 年間にわたる交渉を経

た末，2020 年 11 月の RCEP 首脳会議で 15 カ

国により署名された。当初の 16 カ国の交渉参

加国から残念ながらインドが離脱したものの，

RCEP の締結により，世界の GDP，貿易総額

および人口の約 3 割を占め，これらの規模で

NAFTA，EU，CPTPP を上回る巨大な東アジ

アの広域経済圏の実現に向けて動き出した。

RCEP 協定は，ASEAN10 カ国のうち 6 カ国

以上，日本，中国，韓国，オーストラリア，

ニュージーランドのうち 3カ国以上が批准書等

を預託することにより発効する。RCEP は

2022 年 1 月に 10 カ国1) について発効し，同年

2 月の韓国，同年 3 月のマレーシア，2023 年 1
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RCEP については，8年間にわたる交渉を経た末，インドが離脱したものの，2020 年 11 月の RCEP 首

脳会議で 15カ国により署名され，2022年 1月より発効した。RCEPの締結により，世界のGDP，貿易総

額および人口の約 3割を占め，これらの規模でNAFTA，EU，CPTPPを上回る巨大なアジアの広域経済圏

の実現に向けて動き出した。RCEP は，東アジアのサプライチェーンの拡大・深化に寄与するとともに日本

が提唱した「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の推進にもつながる経済連携協定である。特に日本とし

て RCEP により初めて FTA を結んだ中国，韓国への市場アクセスを改善したことや，電子商取引，知的財

産，貿易円滑化等の分野でWTOや既存の ASEAN＋1の FTA と比較してより高水準のルールを規定したこ

との意味は大きい。

RCEP の今後の課題としては，インドを含む南アジアを中心に参加メンバーを拡大すること，特に中小企

業による RCEP の利活用を拡大すること，RCEP 閣僚会議や RCEP 事務局等を通じて協定の履行の強化を

図ること，協定見直しの機会に自由化・ルールの深堀りやスコープの拡大を進めることなどが挙げられる。ま

た，東アジアの地域経済統合をさらに拡大・深化するためには，RCEPの枠組みを超えて，日中韓 FTAや二

国間 EPA での自由化・ルールの深堀り，一部 RCEP 参加国の CPTPP 加入の検討，将来的な FTAAP の模

索，AOIP に基づくインド太平洋協力などを進めていく必要がある。



月のインドネシアも加えて，現時点でフィリピ

ン，ミャンマーを除く 13 カ国について発効し

ている。なお，すでに批准書を提出したミャン

マーについては，各国が発効の可否を決定した

後に ASEAN 事務局に通知することとなって

おり，タイ，シンガポール，中国が通知を出し

ている。今後，ミャンマーの政治情勢が改善す

ることが前提だが，将来的には，署名を行った

15 カ国について，RCEP が発効することが期

待される。

2．東アジアのサプライチェーン拡大・深化

への寄与

RCEP の発効により，東アジアでのサプライ

チェーンがさらに拡大・深化することが期待さ

れる。ASEAN を中心とする東アジアでは

1980 年代以降，海外からの対内直接投資の拡

大により域内の産業サプライチェーンが拡大

し，実態面での地域経済統合が先行した。1990

年代以降になると，AFTA，ASEAN+1 の

FTA，RCEP など ASEAN を中心とする FTA

のネットワーク化が進み，こうした制度面での

地域経済統合が実態面での地域経済統合を後押

ししている。

東アジアでは，多くの中間財（部品）が日

本，中国，韓国および ASEAN を行き来しな

がら加工され，最終的に組み立てられた完成品

が主に中国やASEANから北米・EU等に輸出

されている。近年，東アジアで経済成長が進展

し，中間層の拡大やデジタル技術の普及に伴う

経済のサービス化やデジタル化が進んでおり，

サプライチェーンの拡大・深化や消費市場の高

度化の動きがみられる。こうした中，域内にお

けるモノ，ヒト，カネ，情報の流れを円滑化

し，貿易・投資の拡大や製造業・サービス業等

の振興により，各国で持続的な経済成長をいか

に実現するかが課題となっている。

RCEP は，統一された貿易ルールを定め，地

域に広がりのあるサプライチェーンの更なる効

率化・活性化に寄与している。また，発展段階

や制度の異なる多様な国々の間で知的財産，電

子商取引等の幅広い分野を規定し，地域におけ

る自由で公正な経済ルールの構築を目指してい

る。米中対立，パンデミック，ロシアのウクラ

イナ侵略等を背景とした国際秩序の軋みや世界

経済の混乱を背景に保護主義的な措置をとる国

が増えてくる中で，ASEAN を中心とする

RCEP が実現したことは，域内の貿易・投資の

自由化・円滑化を進めていく上で大きな意味を

持つ。

3．「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」

の推進

地政学的な観点からみると，RCEP は自由で

開かれたインド太平洋（FOIP）の推進に寄与

することが期待される。我が国が提唱する「自

由で開かれたインド太平洋（FOIP）」はインド

太平洋地域全体の平和と繁栄を保障し，いずれ

の国にも安定と繁栄をもたらすために，

ASEANの中心性，一体性を重視し，包括的か

つ透明性のある方法で，ルールに基づく国際秩

序の確保を通じて，自由で開かれたインド太平

洋地域を「国際公共財」として発展させること

を目指している2)。

FOIP の実現に向けた取組の柱の一つとし

て，EPA/FTA や投資協定を含む経済連携の

強化を通じた経済的繁栄の追求が掲げられてい

る。米中対立やパンデミック等を背景に保護主

義的な動きが広まる中で，RCEP や CPTPP の

締結を通じて質の高い市場アクセスや電子商取
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引・知的財産などのルール整備を実現すること

がインド太平洋地域における経済秩序の安定に

つながるものと考えられる。

RCEP は自由で公正なルール整備を進めて，

地域の経済的繁栄に資するという点で，FOIP

構想を具体化させる重要な経済連携の取組であ

る。こうした中，自由で開かれたインド太平洋

の主要なプレーヤーであるインドが交渉から離

脱したことは残念だが，今後，インドと連携し

た東アジアのサプライチェーン強靭化等の取組

を通じて，インドをインド太平洋地域の経済秩

序作りに継続的に関与させていくことが重要で

ある。

4．RCEPの経済効果

RCEP の経済効果に関する日本政府の試算に

よれば，我が国の実質 GDP は，RCEP 協定が

ない場合に比べて，相当の調整期間を経て最終

的には約 2.7％押し上げられることが示され

た。これを 2019 年度の実質 GDP 水準で換算

すると，約 15 兆円に相当する3)。日本政府に

よる経済効果試算によれば，CPTPP が 7.8兆

円（GDP1.5％押し上げ），日 EU・EPAが 5兆

円（GDP1％押し上げ）となっており，RCEP

の経済効果は，他のメガ FTAと比較して大き

くなっている。これは，日本の貿易額に占める

貿易相手国の割合について，RCEP（47％）が

CPTPP（15％），日 EU・EPA（12％）より圧倒

的に高く，また，RCEP を通じて日本との貿易

額の割合が高い中国（21.3％），韓国（5.3％）と

新たに FTAを結んだことで関税削減の経済効

果が高くなったものと考えられる（図表1）。

また，上記と分析手法の違いはあるが，政策

研究大学院大学において RCEP の関税削減が

RCEP 参加国の実質 GDP に及ぼす影響につい

て試算を行っている。これによれば，実質 GDP

の増加は，日本（1.20％），中国（0.17％），韓

国（0.30％）でその他の RCEP12 カ国より大

きくなると推計されている4)。RCEP15 カ国の

中では，すでに ASEAN と ASEAN 対話国

（日本，中国，韓国，豪州，ニュージーランド）

の間で ASEAN+1 の FTA が結ばれているほ

か，一部のASEAN対話国の間でも FTAが結

ばれている。今回，RCEP の締結により，日本
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図表1 メガ FTAの比較

RCEP CPTPP 日 EU・EPA

名目 GDP（対世界比） 29％ 13％ 24％

一人当たりGDP 10,940 ドル 21,961 ドル 36,601 ドル

人口（対世界比） 30％ 7％ 8％

貿易額（対世界比） 27％ 15％ 33％

日本との貿易額 47％ 15％ 12％

経済効果試算
15 兆円

（GDP 2.7％押し上げ）

7.8 兆円

（GDP 1.5％押し上げ）

5兆円

（GDP 1％押し上げ）

RCEP CPTPP 日 EU・EPA

品目数ベース 貿易額ベース 品目数ベース 貿易額ベース 品目数ベース 貿易額ベース

参加国全体の関税撤廃率 91％ 89％ 99％ 99％
日本 94％

EU 00％

日本 98％

EU 100％

出典：世界銀行統計，財務省貿易統計，内閣府資料等



と中国，日本と韓国の間で新たに FTAが結ば

れたこととなり，これら 3 カ国は RCEP の関

税削減がもたらす貿易創出効果の大きな恩恵を

受けることとなる。

5．市場アクセス

日本と RCEP 参加国との貿易が日本と世界

との貿易に占める割合は，2019 年で 5 割程度

であり，RCEP 締結は日本にとって大きな経済

的なメリットがある。また，前述のとおり日本

からみれば，中国，韓国との間では初の経済連

携協定となる。日本と両国との貿易が日本と世

界との貿易に占める割合は 27％である。日本

は，インド太平洋地域で 2010 年代前半から

TPP，日 EU・EPA等のメガ FTAを結んでき

たが，RCEP の締結により日本の貿易額に占め

る FTA 署名・発効相手国の割合（FTA カ

バー率）は約 8割となった。

関税撤廃率は，日中間で 86％，日韓間で

81〜83％となるなど 3カ国間の物品貿易の市場

アクセスが大幅に改善された。工業製品の対日

無税品目の割合については，中国が 8％から

86％，韓国は 19％から 92％に上昇し，日本に

とり貿易自由化のメリットは大きい。工業製品

では，中国向けの電子自動車・ガソリン車用の

重要部品，鉄鋼製品，繊維製品，韓国向けの自

動車部品，化学製品，繊維製品などで新たな関

税撤廃を実現した。また，日本との間ですでに

AJCEP や二国間 EPA を結んでいるインドネ

シアでは鉄鋼製品，タイではディーゼルエンジ

ン部品の関税撤廃を実現した。また，農林水産

品等でも市場が拡大している中国，韓国や一部

ASEAN諸国に対して加工食品，水産物，清酒

等の関税撤廃を実現した（図表2）。

また，中国・韓国と ASEAN との間ではす

でに ASEAN+1 の FTA が結ばれているが，

RCEP で関税撤廃・削減等を深堀りしたことに

より，中国・韓国・ASEANに進出した日系企

業が自動車部品，鉄鋼製品，石化製品等の工業

製品で市場アクセス改善の恩恵を受け，サプラ

イチェーンの拡大・深化を進めやすくなった。

日本商工会議所によれば，RCEP では，発効

後 11 カ月間（2022 年 1 月〜11 月）で 8万 903

件もの原産地証明書が発給されており，他の

EPA と比較すると同じ時期の日タイ（8 万

6,425 件）と同程度，日インド（5 万 3,005

件），日インドネシア（4 万 8,434 件）よりか

なり多くなっている。また，RCEP の原産地証

明書の内訳をみると，対中国が 5 万 3,710 件

（全体の 66％），対韓国が 2 万 6,414 件（同

33％）と，新たに FTAを結んだ中国，韓国が

大部分を占めているが，タイ，ベトナム，マ

レーシア，シンガポール，豪州などへの輸出に

関しても発給されている5)。今後，RCEP の中

で，より原産地規則が緩い品目や，今後のス

テージングで関税が撤廃・削減される品目を中

心に活用が拡大することが期待される。

また，原産地規則に関しては，ASEAN+1 の

FTAごとに異なっているが，RCEP では統一

された原産地規則を規定している。原産地規則

に柔軟性を持たせ，複数国間での付加価値の累

積を認めるとともに，一部品目では，付加価値

基準と関税番号変更基準の選択制，付加価値基

準の柔軟化を認めている。域内で原産地規則が

統一されたことから，FTA のスパゲティボー

ル現象を解消し，企業の貿易に関する管理コス

ト低減が可能となった。

サービス貿易章では，RCEP 締約国のうち 7

カ国6) がネガティブリストを採用し，残り 8カ

国も一定期間の後（中国，タイ，フィリピン等
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は発効後 3年以内，カンボジア，ラオス，ミャ

ンマーは 12 年後）にポジティブリストからネ

ガティブリストに移行する結果，自由化の留保

業種について，その法的根拠がすべて明記さ

れ，サービス貿易自由化の「見える化」が進む

こととなった。また，国によって対象業種は異

なるが，消費者向けサービス（小売，不動産，

保険・証券，福祉，理容等）や事業者向けサー

ビス（物流，エンジニアリング，環境，広告

等）などで，外資出資比率に関する規制緩和な

ど新たな約束を実現した。

投資章では，投資財産の保護のみならず，投

資の自由化に関しての規定が盛り込まれ，ネガ

ティブリストに基づき，投資の許可段階（設立

前）の内国民待遇および最恵国待遇の原則供与

が認められた。技術移転要求（投資先企業への

技術移転や関連情報の開示等の要求），ロイヤ

リティ規制（ライセンス契約に基づくロイヤリ

ティ支払いに関する特定の対価率等の要求）等

の特定措置の履行要求の禁止の規定が置かれ

た。また，いったん緩和・撤廃を約束した規制

を，再び強化することを禁止するラチェット規

定も設けられた。他方，国家と投資家の間の紛

争解決（ISDS）規定は，現時点では盛り込ま

れておらず，協定発効後 2年以内に討議を開始

することが定められている。
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図表2 RCEPの物品貿易

日本産品のRCEP協定締約国市場へのアクセス

【対日関税撤廃率（品目数ベース）】86％〜100％（ASEAN・豪・NZ），86％（中），83％（韓）

工業製品

✓ 14 カ国全体で約 92％の品目の関税撤廃を獲得。

✓ 1 中国および韓国における無税品目の割合が上昇（中国：8％→ 86％，韓国：19％→ 92％）。

（最終的な関税撤廃品目の例）

・中国：電気自動車用の重要部品（モーターの一部，リチウムイオン蓄電池の電極・素材の一部），ガソリン車用の重

要部品（エンジン部品の一部，エンジン用ポンプの一部），鉄鋼製品（熱延鋼板の一部，合金鋼の一部），繊維製品

（合成繊維織物の一部，不織布）。

・韓国：自動車部品（カムシャフト，エアバッグ，電子系部品），化学製品（液晶保護フィルムの原料），繊維製品（合

成繊維織物の一部，綿織物の一部）。

・インドネシア：鉄鋼製品（ばねの一部，貯蔵タンク）。

・タイ：ディーゼルエンジン部品の一部。

農林水産品等

✓中国等との間で我が国の輸出関心品目について関税撤廃を獲得。

（最終的な関税撤廃品目の例）

・中国：パックご飯等，米菓，ほたて貝，さけ，ぶり，切り花，ソース混合調味料，清酒。

・韓国：菓子（キャンディー，板チョコレート），清酒。

・インドネシア：牛肉，醤油。

RCEP協定締約国産品の日本市場へのアクセス

【日本の関税撤廃率（品目数ベース）】88％（対ASEAN・豪・NZ），86％（対中），81％（対韓）

工業製品

✓化学工業製品，繊維・繊維製品等について，関税を即時又は段階的に撤廃。

農林水産品等

✓重要 5品目（米，麦，牛肉・豚肉，乳製品，甘味資源作物）を関税削減・撤廃から除外。

✓中国に対しては，鶏肉調製品や野菜等（たまねぎ，ねぎ，にんじん，しいたけ，冷凍さといも，冷凍ブロッコリー，

うなぎ調製品等）を関税削減・撤廃の対象とせず。

出典：外務省，財務省，農林水産省，経済産業省



6．ルール整備

RCEP は，サービス化，デジタル化が進む東

アジア地域において，電子商取引，知的財産，

貿易円滑化などの分野で確固たるルールを構築

し，自由で公正な貿易体制を構築することに貢

献している。これらルール分野では，企業活動

の喫緊の課題に対応した，WTO や既存の

ASEAN+1 の FTA と比較してよりハイスタ

ンダードなルールを規定することが可能となっ

た。

例えば，電子商取引章では，情報の電子的手

段による自由な越境移転（データフリーフ

ロー），コンピュータ関連設備の設置要求禁止

（データローカライゼーション）といった電子

商取引を促進するための規定に加え，オンライ

ンの消費者の保護や個人情報の保護といった信

頼性を確保するための規定も導入した。なお，

データフリーフロー，データローカライゼー

ション要求禁止については，正当な公共政策・

安全保障の観点からの例外を設けている。ソー

スコードの開示要求禁止，金融分野にかかる

データフリーフローやデータローカライゼー

ション等の扱い等は，「電子商取引に関する対

話」を実施して，協定見直しのプロセスで検討

していくこととなった。

また，知的財産章や貿易円滑化章などでも，

WTO や既存の ASEAN+1 の FTA を上回る

規律・ルールを規定している。例えば，知的財

産では，税関職員による模倣品の職権差止め・

廃棄権限の付与，周知商標の保護（自国・他国

での登録要件の禁止），悪意商標の出願の拒

絶・登録の取消等に関して規定している。貿易

円滑化では，可能な限り 48 時間以内の貨物の

通関（腐敗しやすい貨物は 6時間未満での貨物

の引取り）の許可など数量目標を設定するとと

もに，事前教示について，必要な情報の受領

後，可能な限り，90 日以内に行う義務や，教

示された内容を原則として，少なくとも 3年間

有効なものとすることが規定された。

上記以外に，競争章では，反競争的行為を禁

止するための法令の制定・維持および執行，企

業の所有形態を問わない競争法令の適用，競争

当局間の協力の推進等について規定されたほ

か，政府調達章では，中央政府機関が行う政府

調達に関する法令および手続の透明性の確保等

について規定が設けられた。

このように RCEP において，発展段階や制

度の異なるアジアの多様な国々の間で電子商取

引，知的財産，貿易円滑化等の幅広い分野を規

定したことにより，地域における自由で公正な

経済ルールを構築し，多角的自由貿易体制や

EPA/FTA の下での将来の国際ルール作りに

ASEAN等の途上国が参加する際の土台を構築

することができた。

Ⅱ RCEPの今後の課題

1．RCEPメンバーの拡大

インドは 2019 年に RCEP 交渉から離脱した

が，今後ともインドの RCEP 復帰に向けた働

きかけを行っていくべきである。インドも参加

した RCEP の締結は，自由で開かれたインド

太平洋の実現，また，インドとASEAN，北東

アジア，大洋州とのサプライチェーンの拡大・

強化という観点から重要である。今回，インド

が将来的にいつでも RCEP 加入交渉に復帰で

きることが，RCEP 協定や首脳・閣僚宣言で明

示された。ただし，インドは中国等の RCEP

参加国に対する大幅な貿易赤字，農村・低所得

者による反対，コロナ禍の国内経済への悪影
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響，製造業の伸び悩み等の問題に直面してい

る。インドの RCEP 交渉復帰が短期的に難し

ければ，インドを東アジアのサプライチェーン

につなげる取組を推進する必要がある。日印産

業競争力パートナーシップ7) を通じてインドの

産業競争力強化を支援するともに，2021 年の

日豪印経済閣僚会合で立ち上げられたサプライ

チェーン強靭化イニシアティブ（SCRI）8) を通

じて日豪印 3 カ国と ASEAN とのサプライ

チェーンの接続を強化することが期待される。

その他，RCEP の新たなメンバー国の候補と

して考えられるのは，バングラデシュ，パキス

タン，スリランカ等の南アジア諸国である。こ

れらの国々は，①日本が「自由で開かれたイン

ド太平洋（FOIP）」を推進する中，インド洋の

シーレーンの要衝に位置し，地政学的に重要な

国であること，②インドと同様に人口規模が大

きく，市場の潜在性が見込めること，③一部

ASEAN諸国との間で FTA や地域協力を進め

ており，将来サプライチェーンの連結強化が期

待されること等が理由として挙げられる。ちな

みに，筆者が以前参加した日中韓の研究機関の

国際会議で，RCEP の新規メンバー国の候補と

して，中国の研究者は一帯一路沿線の中央アジ

ア諸国，韓国の研究者は新北方政策の沿線の北

東アジア諸国の名前を挙げており，RCEP を各

国独自の広域経済圏構想と関連づけようとする

考え方が窺われた。

2．RCEPの利活用の拡大

RCEP を始めとして主要な貿易相手国との間

でメガ FTAが結ばれ，以前にも増して，産業

界による EPA 等の利活用を拡大していくこと

が重要な課題となっている。JETRO のアン

ケート調査によれば，FTA/EPA 締結国へ輸

出を行う日本企業のうち，当該 FTA/EPA を

利用している企業は 49％であり，大企業の利

用率は約 6 割（検討中も入れると 8 割弱）だ

が，中小企業の利用率は低く 4 割程度にとど

まっている9)。日本政府においては，2020 年

12 月に「総合的なTPP 等関連政策大綱」10) を

改訂し，中堅・中小企業等の新市場開拓のため

の総合的支援体制を強化し，原産地証明書等の

デジタル化を含む貿易に係るビジネス環境の整

備に取り組むこととなっている。こうした背景

も踏まえつつ，RCEP 等の EPA の利活用促進

を目的として，①原産地証明書の電子化等を通

じた貿易関連の国際手続のデジタル化，②

EPA関連の国内手続のデジタル化（中堅・中

小企業の EPA利用のためのデジタルプラット

フォーム構築），③新輸出コンソーシアムの活

用，セミナーの実施や相談窓口の充実などきめ

細やかな中小企業支援等に取り組んでいくこと

が期待される。

3．RCEP協定の履行の強化

WTOの仕組みが脆弱化し，保護主義的な動

きが懸念される中，協定の発効後も RCEP の

実効性を担保することが必要不可欠である。

RCEP では，締約国による協定の着実な履行を

確保するために，① RCEP閣僚会合を原則毎年

開催すること，② RCEP 合同委員会および補

助機関（各委員会）を設置すること，③ RCEP

事務局を設置することが定められている。2022

年 4月に開催された第 1 回 RCEP 合同委員会

では，協定の実施・運用に関する議論が行われ

たほか，物品，サービス・投資，持続可能な成

長，ビジネス環境に関する各委員会の設置が決

定された。また，同年 9月に開催された発効後

第 1 回 RCEP閣僚会合11) では，RCEP 協定の
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利用拡大，地域のビジネス環境改善のため，

RCEP 協定履行のモニタリングおよび見直しの

作業を進めていくことが決まった。実際，各国

政府は協定の着実な執行のために，原産地証明

書の発給円滑化，特恵関税率・関税割当の確実

な運用，域内累積の確実な運用等を進めるとと

もに，産業界に対して関連情報を迅速に提供す

ることが求められている。

今後，RCEP は地域の貿易・経済分野の対

話・協力のプラットフォームとして発展するこ

とが期待される。協定の履行を確実なものとす

るために途上国向けのキャパシティ・ビルディ

ングの取組を推進することは重要な課題であ

る。例えば，原産地規則の運用，サービス貿易

のネガティブリスト化，電子商取引に関連した

法制整備など様々なニーズがある。また，域内

のビジネス環境整備のため，産業界との対話を

進めることも必要である。例えば，東アジアビ

ジネスカウンシル（EABC），ASEAN 日本人

商工会議所連合会（FJCCIA）などの産業界の

フォーラムが RCEP の普及・啓蒙や運用改善

に向けた活動を行っている。

4．RCEPの深掘りとスコープの拡大

RCEP が「Living Agreement」と呼ばれて

いることからもわかるとおり，協定の発効後 5

年ごとに行われる予定の「一般見直し」におい

て，協定の質を更に向上させ，CPTPP のよう

な，より高い水準の自由化やルール整備の可能

性を模索すべきである。RCEP の関税撤廃率は

91％であり，その他のメガ FTAである CPTPP

（99％）や日EU・EPA（日本 94％，EU100％）

などに比べると自由化の水準が低く，将来的に

さらに関税撤廃・削減品目を拡大するととも

に，ステージング期間を短縮する余地はある。

また，原産地規則，サービス貿易，投資，電子

商取引，政府調達の各章において見直し規定が

設けられている。例えば，投資章の ISDS 規定

や電子商取引章のソースコードの開示要求禁止

のように，協定の見直しプロセスでさらに深掘

りすべき項目がある。

また，RCEP の構成をみると，CPTPP で規

定されている環境，労働，国有企業，規制の整

合性といった章はない。アジアにおいてグロー

バリゼーションによる経済発展が進んだ半面，

環境への負荷の増大，労働者の権利の不十分な

保護，市場歪曲的な産業政策などの問題が顕在

化している。こうした新たな課題に対応するよ

うな内容の章を RCEP に設けるべきかどうか

今後検討することが望まれる。

Ⅲ RCEPを超えて

1．日中韓 FTA，二国間 EPA 見直しによる

深堀り

日本が RCEP の他の参加国と進めている日

中韓 FTA，二国間 EPA 見直し交渉を通じて

RCEP で合意した市場アクセス，ルール整備を

更に深堀りすることは可能である。日中韓 3カ

国の GDP および貿易額は，世界全体の 2 割，

アジアの約 7割を占め，また，日本の貿易相手

国として中国は第 1位，韓国は第 3位である。

中韓両国の市場の取り込みは，日本が経済成長

を維持・拡大していくために不可欠である。こ

れまで RCEP 交渉が優先され，残念ながら

2019 年 11 月の交渉会合を最後に日中韓 FTA

の交渉は止まっている。今後，交渉を早期に再

開させ，物品貿易等の市場アクセスだけでな

く，電子商取引，知的財産等のルール分野も含

めて，RCEP プラスとなる独自の付加価値を有
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する，包括的で質の高い日中韓 FTAの実現に

向けて交渉を加速化することが期待される。

また，日本は CPTPP に加入していないイン

ドネシア，フィリピン，タイの 3カ国と二国間

EPA の見直し交渉を進めている。特に物品，

サービス，投資等の市場アクセスや知的財産，

電子商取引等のルール整備の分野において，

RCEP 交渉で実現しなかった成果を二国間

EPA の枠組みの中で追及していくべきと考え

られる。

2．CPTPPとの連動

RCEP の交渉は何年にもわたって CPTPP と

同時並行で動いており，両者が刺激し合いなが

ら交渉が加速した。今後，RCEP 締約国の中で

高いレベルの自由化やルールを満たす国は

CPTTPへの加入を検討すべきである。CPTPP

については，2018 年 12 月に発効し，協定署名

国 11 カ国のうち 10 カ国が国内での批准手続き

を終えている（未批准国は，ブルネイ）。

CPTPP では電子商取引，知的財産，投資，国

有企業等の分野で 21 世紀型の自由で公正なハ

イレベルの貿易・投資ルールをアジア太平洋地

域で効果的に実行するとともに，域外への拡大

を図ることが課題となっている。

すでに英国が 2021 年 2 月に CPTPPへの加

入申請を行い，英国の加入に関する作業部会が

設置された。2021 年 9 月に中国および台湾が

加入申請を提出した後に，南米のエクアドル，

コスタリカ，ウルグアイが加入を申請してい

る。RCEP 締約国の中では，韓国，タイ，フィ

リピンも加入への関心を表明している。今後，

新規加入プロセスでは，加入要請を行った国・

地域が，①ハイスタンダードの国際貿易・投資

ルールに関する経験，②ルールに基づく貿易シ

ステムで透明性・予測可能性・信頼性を推進す

る明確なコミットメント，③ CPTPP の高い水

準を満たす意図および能力に関する確約を満た

すかどうか審査し，正式な加入手続きに入るか

どうか CPTPP 参加国のコンセンサスを得るこ

とが必要となる。

3．FTAAP への発展と多角的自由貿易体制

の強化

RCEP は短期的には，パンデミックからサプ

ライチェーンを回復する上で，中長期的には

FTAAP の実現に向けて，CPTPP とともに

building blockとして大きな役割を果たすこと

が期待される。FTAAPに向けた道のりはまだ

明確になっていないものの，途上国が多く参加

する RCEP の中でも高いレベルの自由化や

ルールを満たす国が CPTPP に加入し，より質

が高く包括的なメガ FTA である CPTPP が，

メンバーの拡大，協定内容の深堀り・拡大を進

めていくことにより FTAAP の実現を目指し

ていくものと考えられる。その際，TPP から

離脱しインド太平洋経済枠組み（IPEF）交渉

を主導している米国と CPTPP 加入を申請して

いる中国を，今後，この FTAAPの実現に向け

たプロセスにどのように関与させるかが一番重

要な検討課題となる。また，RCEP と CPTPP

という 2 つのメガ FTAがともに発展していく

ことで貿易・投資が活性化され，それが結果的

に WTO を礎とする多角的自由貿易体制を強

化し，自由で公正なルールに基づく経済圏を世

界へと広げ，グローバルな経済成長に良い影響

をもたらすことが期待される。

4．AOIP に基づくインド太平洋協力

RCEP は北東アジア，ASEAN，大洋州を結
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ぶ自由で開かれた広域経済圏の構築を目指すも

のであり，将来的にはインド等の南アジアにも

メンバーを拡大していくことが期待される。

ASEANは，北東アジア，南アジア，大洋州等

の ASEAN 対話国をカバーするインド太平洋

地域の平和と繁栄の実現を目指して，2019 年に

「インド太平洋に関するASEAN アウトルック

（AOIP）」を策定した。AOIP の下での協力の

一つとして「ASEAN経済共同体ブループリン

ト 2025 や，地域的な包括的経済連携（RCEP）

を含む自由貿易協定の実施を支援することによ

り，経済統合の深化，金融の安定性と回復力の

確保，ならびに貿易と投資の強化と促進を図る

こと」が含まれている。AOIP は，インド太平

洋を国際的な協調と協力の舞台とする上で，ま

た，ASEAN を中心としたポスト RCEP の地

域協力を模索していく上で大きな柱となるもの

である。今後，AOIP に基づき，ASEAN を中

心とするインド太平洋地域の連結性強化，サプ

ライチェーン強靭化，デジタル化・グリーン化

への対応等の課題の解決に向けた地域協力を進

めていくべきである。
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